
法律のことなら何でもご相談いただけます!! 

法律なんでも相談会 

 

                                     

 

 

   

 

 

 

 

法律に関する何でも相談会を開催いたします。このなんでも相談会は、広島安芸商工会

顧問弁護士の打田等先生にお越しいただき、年 2 回開催しております。相談料は無料

なので、ご希望の方は広島安芸商工会事務局までご連絡ください。 

 

※相談内容は何でもかまいません。（交通事故、債権回収、相続、不動産問題など） 

※会員の方は無料。また、会員の紹介であれば会員以外の方でも無料でご利用いただけます。 

※一人あたりの相談時間が長くなることが予想されますので、予約制とさせていただきます。 

（当日の飛び込み参加は出来ません） 

※相談時間については、事務局で調整させていただきます。 

※準備のため相談内容を事前にお尋ねいたしますので、日中にご連絡の取れる℡番号をご記入のうえ

お申込みください。 

 

【お申込み】 

3 月 11 日（月）までに広島安芸商工会本所（Fax:822-0924）へお願いします。 

 

〔法律なんでも相談会申込欄〕  

事業所名  

代表者名  

参加者名  

参加者連絡先  

相談内容 

 

 

 

 

 

 

主催：広島安芸商工会 

日 時  平成 31年 3月 18日（月） 午後 1時～午後 5時 

場 所  広島安芸商工会 本所 会議室 

相談者  弁護士  打田 等 氏 

相談料  無 料 
 

 

 

 

 


